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藍住町総合文化ホール清掃業務委託 

公募型プロポーザル実施要領 

 

この要領は、藍住町総合文化ホールにおける清掃業務の受託候補者の選定に

ついて、必要な事項を定めるものとする。 

  

１ 業務の概要 

（１）業務名 

藍住町総合文化ホール清掃業務 

（２）業務目的 

  本業務は、藍住町総合文化ホールの美観維持を目的とする。 

（３）業務内容 

  「仕様書」のとおり 

（４）業務委託期間 

令和８年４月１日から令和１１年３月３１日まで 

（５）業務場所 

  藍住町総合文化ホール 

（６）委託業務上限額 

４５，２２３，２００円（消費税及び地方消費税を含む） 

                          

２ 参加資格 

（１）形態 

応募者は法人格を有する者、又は複数の企業等で構成される事業組織体（以

下、「共同企業体」という。）とする。  

応募者が組合、又は共同企業体の場合、応募後の構成員の変更は原則とし

て認めない。ただし、町が承認した場合はこの限りではない。 

なお、この応募において他の応募者の構成員を兼ねることはできない。  

（２）参加要件 

   参加要件は、次に掲げる全ての事項に該当する者とする。 

ア 本業務を円滑に遂行できる、安定かつ健全な財政能力及び仕様書の業

務を確実に遂行できる実務能力を有すること。 

イ 過去５年以内に、国内において地方公共団体、公社、事業団等が発注

した、公共施設の清掃業務を元請として履行した実績を有すること。 

ウ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和４５年法律第２

０号）第１２条の２第１項第１号又は第８号の規定による登録を受けて

いること。 

エ 受注後速やかに、安全かつ円滑に本業務を遂行できること。 
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オ 次のいずれにも該当しない者、又は該当しない構成員であること。 

（ｱ）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定

に該当する者 

（ｲ）公告日から契約締結までの間に、町から指名停止措置を受けている者 

（ｳ）公告日から契約締結までの間に、藍住町暴力団等排除措置要綱に基づ

く入札排除措置を受けている者 

（ｴ）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申

立て、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始

の申立て又は破産法（平成１６年法律第７５号）に基づく破産手続開始

の申立てがなされている者（会社更生法に基づく更生手続き開始の決定

又は民事再生法に基づく再生手続開始の決定を受けた場合を除く） 

（ｵ）藍住町暴力団等排除措置要綱に抵触している者 

（ｶ）国税等を滞納している者 

（ｷ）藍住町の町税等を滞納している者 

 

（３）参加資格の基準日 

参加資格の基準日は、申込書（様式３）の提出日とする。ただし、参加資 

格の確認後から最優秀提案者の決定の日までの間に参加資格に関する要件を

欠く事態が生じた場合は、失格とする。 

 

３ 日程 

① 実施要領等の公表 令和８年１月上旬 

② 説明会の実施 令和８年１月１９日（月） 

③ 質問書の受付期限 令和８年１月２３日（金） 

午後５時まで 

④ 質問書への回答 令和８年１月２７日（火） 

⑤ 参加表明書の提出期限 令和８年２月５日（木） 

午後５時まで 

⑥ 企画提案書等の提出 令和８年２月１３日（金） 

午後５時まで 

⑦ 本審査 令和８年２月２５日（水） 

⑧ 審査結果の通知 令和８年２月下旬 

⑨ 見積合わせ 令和８年３月上旬 

⑩    契約締結 令和８年３月中旬 
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４ 説明会 

（１）日時 

令和８年１月１９日（月） 午前１０時から（任意参加） 

（２）場所 

  藍住町総合文化ホール 

（３）参加申込み 

  申込書（様式１）を電子メール、ファクシミリ又は郵送で藍住町総合文 

化ホールに提出すること。電話での受付はしない。 

（４）申込期限 

  令和８年１月１５日（木） 

（５）その他 

ア この要領及び仕様書を、各自印刷して持参すること。 

イ 参加人数は、１応募者につき３名以内とする。 

ウ 見学に際して、設備備品等には手を触れないこと。 

エ 写真撮影は可とする。 

オ 当日の質問は受け付けない。質問については、次の５による。 

 

５ 質問の受付及び回答 

（１）受付期間 

令和８年１月２３日（金）まで 

（２）受付時間 

   午前９時から午後５時まで 

（３）提出方法 

  質問内容を簡潔にまとめ、仕様書等に関する質問書（様式２）を電子メー

ル、ファクシミリ又は郵送で藍住町総合文化ホールに提出すること。電話で

の受付はしない。 

（４）回答方法 

   令和８年１月２７日（火）に、町ホームページ上で公表する。電話や電子

メール等での問合せには応じない。 

 

６ プロポーザルへの参加申込みの手続 

（１）受付期間 令和８年２月５日（木）午後５時まで 

（２）提出書類 

ア プロポーザル参加申込書（様式３） 

イ 会社概要（様式４） 

会社概要が分かるパンフレット等があれば、併せて添付すること。 

ウ 業務実績等証明書（様式５） 
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平成２４年４月以降、国内において地方公共団体、公社、事業団等が発

注した、公共施設の清掃業務を元請として履行した実績を有すること

が分かるもの。ただし、履行中の契約については、令和８年４月１日の

時点で履行期間が１年を経過するものを実績とする。 

エ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和４５年法律第

２０号）第１２条の２第１項第１号又は第８号の規定による登録を受

けていることが分かる書類 

オ 応募者の納税証明書（法人税、消費税又は地方消費税） 

組合又は共同企業体は構成員全ての納税証明書 

カ 令和７年度町税等の納税状況調査同意書（組合又は共同企業体は構

成員全ての納税状況調査同意書） 

キ 誓約書（様式６） 

ク 組合員名簿の写し（組合が参加する場合のみ） 

ケ 共同企業体に係る協定書の写し（共同企業体で参加する場合のみ） 

（３）提出方法 持参又は郵送 

（４）提出先 １２による 

（５）参加資格確認結果の通知 

参加申込みをした者（以下「参加者」という。）全員に対し、令和８年２月

１０日（火）までに参加資格結果を書面で通知する。 

 

７ 企画提案書等の提出 

（１）提出期限 

  令和８年２月１３日（金）午後５時まで（必着） 

（２） 提出書類 

ア 企画提案書 

企画提案書は、次に掲げるところに従い作成すること。 

(ｱ) 内容 

ａ 企画提案書等（様式７） 

提案者の所在地、商号又は名称、代表者職氏名を記載、代表者印 

（実印）を押印の上、次のｂ～ｄの表紙として使用すること。 

ｂ 同種業務の実績調書（様式８） 

国内において地方公共団体、公社、事業団等が発注する公共施設

の元請として履行した実績を記載すること。 

ｃ 配置予定の統括管理責任者・業務責任者等の経歴・実績等調書 

（様式９） 

配置予定の統括管理責任者及び業務責任者等について記載する

こと。 
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ｄ 本業務に関する企画提案書（任意様式） 

(a)「仕様書」に基づき、提案内容を具体的に記載すること。 

(b) Ａ４判 20 ページ以内とすること。 

記 

載 

項 

目 

業務遂行の考え方 

受託業務の実施体制、実施方法 

緊急時（災害時等）の対応 

施設利用者への対応 

衛生・美観の維持・向上 

複合施設の清掃について 

事業全般に関する事項（実績、経費削減の工夫等） 

その他の提案 

（ｲ）提出書類の体裁 

a を表紙とし、b～d を順に並べ、ステープラー又はファイル毎で左

側を２か所綴じること（Ａ４横の場合は上側）。 

様式毎に紙で仕切り、インデックスを貼付すること。 

イ 業務委託見積書（様式１０） 

（ｱ）内訳書を添付すること。 

（ｲ）見積金額は３６か月の総額（税を含む）で明記し、内訳として年度

ごとの金額も明記すること。 

（ｳ）内訳書の作成にあたっては、必ず見積金額と合致していること。 

（ｴ）企画提案書とは別に綴じること。 

注１ 提出書類に不備がある場合は、失格とする。 

   ２ 様式の指定がないものは、任意様式で提出すること。 

（３）提出部数 正本１部（代表印を押印したもの）、副本８部 

（４）提出方法 持参 

（５）提出先  １２による 

 

８ 選定方法 

（１）選定委員会の設置 

業務の履行に最も適した契約の相手方となる事業者を、厳正かつ公正に決

定するため、藍住町総合文化ホール清掃業務委託事業者選定委員会（以下「選

定委員会」という。）を設置する。 

（２）プレゼンテーション及びヒアリング審査 

次のとおり、プレゼンテーション及びヒアリング審査を実施する。 

ア 実施日 

令和８年２月２５日（水） 
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イ 実施時間 

プレゼンテーション２０分以内 ヒアリング１０分程度 

ウ 出席者 

３名以内 

エ 準備物 

パソコン、プロジェクターを使用する場合は各自で用意すること。 

スクリーンは事務局で用意する。 

オ その他 

(ｱ) プレゼンテーション及びヒアリングは企画提案書の提出順に行う。 

(ｲ) プレゼンテーションは、提出した企画提案書について行うこととし、

追加資料の配付は認めない。 

(ｳ) 機器類も含めて説明前の準備時間は５分以内とする。５分を経過し

た準備時間は、提案時間に含めるので注意すること。 

(ｴ) 企画提案書を期日までに提出した参加者(以下「提案者」という。) 

に実施日時等の詳細を後日通知する。 

（３）審査方法 

選定委員会において、提出された企画提案書、プレゼンテーション及び

ヒアリング内容について、評価基準に基づき審査を行う。なお、採点を集

計した結果、満点の６割を最低基準点とし、それに満たなかった場合は選

定対象としない。 

（４）受託候補者の選定方法 

合計点が最も高い提案者を受託候補者に、次に合計点が高い提案者を次

点候補者として選定する。ただし、最低基準点未満の者は選定しない。 

提案者が１者の場合でも、最低基準点を超えている場合は、受託候補者

に選定する。 

最高得点者が２者以上あるときは、くじにより受託候補者を選定する。 

（５）評価基準 

清掃業務委託 企画提案審査項目 

１ 業務遂行の考え方 

（１）受託業務に対する考え方、方針 

（２）受託業務に対する業務向上及び改善につながる取組み 

１０点 

２ 受託業務の実施体制、実施方法 

（１）組織図、職員の配置計画 

（２）バックアップ体制 

（催し等により人員が不足する場合の対応策） 

（３）責任者等の習熟度 

（４）業務従事者の習熟度、確保についての考え方 

１０点 
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（５）配置職員の研修等、質的向上に向けた取組み 

３ 緊急時（災害時）の対応 

（１）緊急時の指示系統、連絡体制 

（２）緊急時に業務従事者が的確に行動するための取組み 

１０点 

４ 施設利用者への対応 

（１）施設・舞台設備等を使用する利用者への対応 

１０点 

５ 衛生・美観の維持・向上 

（１）衛生・美観に対する考え方 

（２）快適な空間を提供するための考え方 

１０点 

６ 複合施設の清掃について 

（１）複合施設に特化した対応について 

１０点 

７ 事業全般に関する事項 

（１）同種施設における受託実績 

（２）経費削減への工夫 

１０点 

８ その他の提案 

（１）業務改善提案 

（２）自社独自のセールスポイント 

（３）引継ぎ等の考え方など 

１０点 

９ プレゼンテーション・ヒアリング 

（１）企画提案の説明力、業務への意欲、質疑に対する応答、コ

ミュニケーション能力が優れているか 

１０点 

１０ 見積金額 

（１）費用の低減・効率化 

１０点 

（６）選定結果の通知 

 選定結果は、令和８年２月下旬までに、審査を受けたすべての提案者に文書

で通知する。なお、電話等による問合せには応じない。 

（７）選定結果の公表 

 選定結果については、次の事項を町ホームページで公表する。 

ア 受託候補者の名称、所在地、総得点 

イ 提案者数 

ウ 受託候補者以外の各提案者の総得点 
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９ 失格事項 

 参加者がが、次のいずれかに該当する場合は失格とする。 

（１）参加資格要件を満たさなくなった場合 

（２）企画提案書等が期限までに提出されなかった場合 

（３）提出書類に虚偽の記載があった場合 

（４）参加見積書の額が委託業務上限額を超えている場合 

（５）この要領に定められた方法以外の方法により、選定委員会の委員その他の

関係者に対し、本プロポーザルに対する援助を直接的又は間接的に求めた場

合 

 

１０ 契約手続 

 町は、受託候補者と協議の上、業務内容等を確定する。確定した業務内容に

基づく見積書を徴収し、随意契約の方法により契約を締結する。 

なお、受託候補者との契約が不調となった場合には、次点候補者を新たな受

託候補者として選定し、協議を行う。 

 

１１ その他 

（１）企画提案書の提出をもって、参加者が実施要領の記載内容に同意したもの

とみなす。 

（２）企画提案書等の作成に用いる言語、通貨及び単位は、日本語、日本国通貨

並びに日本国の標準時及び計量法（平成４年法律第５１号）に定める単位と

する。 

（３）企画提案書等の作成及び提出等プロポーザルに要する経費は、全て参加者

の負担とする。 

（４）提出された参加申込書、企画提案書等は返却しない。 

（５）提出された参加申込書及び企画提案書は、受託候補者の選定以外の目的で

使用しない。 

（６）提出書類は、個人情報を除き、藍住町情報公開条例等に基づき公表する場

合がある。 

（７）企画提案書の著作権は、作成者に帰属する。ただし、本プロポーザルの実

施に必要な範囲において無償無断で複製することがある。 

（８）町が必要と認める場合は、追加書類の提出を求める場合がある。 

（９）参加者がいない場合又は適切な提案がない場合は、本件プロポーザルを中

止する。 

（10）参加者が参加を辞退する場合は、参加辞退届（様１１）を提出すること。 

（11）令和８年３月に開催される藍住町議会にて予算の議決がされなかった場

合、契約の締結がされないことがある。 
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１２ 問合せ先 

〒771-1203 

藍住町奥野字矢上前 32 番地 1 

藍住町総合文化ホール 

電話 088-637-3344 

ファクシミリ 088-637-3345 

電子メール aizumi-bunka@mb.pikara.ne.jp 

以 上 

mailto:aizumi-bunka@mb.pikara.ne.jp

